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◎事業系一般廃棄物（事業活動に伴って生じたごみ）
◎産業廃棄物（廃材・建具・コンクリートブロック等）
◎自動車部品・オートバイ・農業用機械等
◎各種リサイクル法に基づき処理ルートが整備されているもの（テレビ・エアコン・
　洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫・パソコン用ＣＲＴディスプレイ）
◎パソコンを廃棄する場合は、お持ちのパソコンメーカーに直接申し込み。自作やメーカーが不明なパソコンは、パソコン3R推進協会(TEL03-5282-7685)に申し込み。
　もしくはリネットジャパン（https://www.renet.jp）に申し込み。　 
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◎町内の庭や農地などで発生した剪定枝を戸別に無料収集します。収集された枝は資源化(チップ)し、無料でお分けしています。
【収 集 日】 毎週火・金曜日 (祝祭日は除く。大雨時は延期) 
【申し込み】 収集日前日(平日)の午前中までに生活環境課 (TEL 85-5010) へお申し込みください。チップ希望の方もこちらへご連絡ください。
【収集の条件】 町内で発生した枝。太さ13cm、長さ1.5mまで。とげのあるものは要相談。ただし、繊維質の強い木やつる、材木、竹、根などは破砕が出来ないため収集できません。
【備     考】 持ち運びができる程度に束ねてください。細かい枝葉はネット(生活環境課で貸出)をご利用ください。ご自宅以外の場所(畑など)でも収集できます。
◎一辺が30cm以上の「燃やすごみ」及び50cm以上の「不燃ごみ」は粗大ごみになります。(ごみ収集場所では収集しません)
◎戸別収集は月に2回。1点1,100円で3点まで受け付けます。(布団などは3枚で1点、イス・机などセット物は1セットで1点扱い)
◎スプリング入りのベッド(マットレス)はスプリングが取り外してある状態に限り回収可能です。
◎ご利用の方は、毎月5日か20日(閉庁日の場合前日)までに生活環境課(TEL 85-5010)へお申し込みください。下旬か翌月上旬にご自宅へ収集に伺います。
◎ご希望の方は、持ち込み予定日の前日(当日持ち込みは不可)までに足柄東部清掃組合 (TEL 83-1554) へ電話予約してください。 (受付は平日の９～12時、13～16時)

【受入時間】 火～金曜日 : 9:00～10:30、13:00～15:30 土曜日:9:00～10:30(第1・3土曜日のみ)　　【 料　金 】10kgまで250円、10kgを超える場合10kgごとに250円 
【持 込 先】 可燃物 : 大井美化センター(大井町柳540)  不燃物 : 中井美化センター(中井町岩倉490-1)  
※枝は太さ10㎝、長さ1.5mまで。(竹は乾燥させたものに限ります。) 多量は要相談

収集
できない物

剪定枝
戸別収集
（無料）

粗大ごみ
戸別収集
（有料）
美化センター
へ直接搬入
（有料）

◎正しく分別し収集日の朝8:30までに所定の収集場所に出してください。
　・夜のうちに出したり、8:30以降に出すことはできません。
　・大井町指定袋は燃やすごみ以外の収集には使用できません。 
◎正しく分別されていないものは収集できません。 
◎ごみ収集場所は地域の施設です。清掃等の管理にご協力ください。 
◎他の自治体・自治会・地域で管理する収集場所には出せません。
◎転入等で新たにごみ収集場所を利用する時は地元自治会にご相談ください。
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◎事業活動により発生した一般廃棄物は地域の 
　ごみ収集場所に出せません。 
◎事業活動により発生した一般廃棄物は、美化 
　センターへ直接搬入するか、町の許可業者に 
　収集の依頼をしてください。(いずれも有料) 
◎産業廃棄物は受け入れできません。専門の業 
　者に相談してください。

お問い合わせは

大井町生活環境課 TEL 8 5 - 5 0 1 0
足柄東部清掃組合 TEL 8 3 - 1 5 5 4  

・汚れているもの
・資源として再利用できないもの

・資源として再利用でき、汚れていないもの
 例 : タオル、シャツ類(Tシャツ、Yシャツ、ブラウス、ポロシャツ)、ゆかた、
　　 ワンピース、Gパン、子供服(おむつカバー、キルティングは除く)など 

例 : 靴下、ストッキング、手袋、カーテン、マット、ふとん、綿入りのもの、
スキーウェア、おむつ、切れた布、ベルト(金属部分は「不燃ごみ」へ)など

「古紙・布」
に出す

「燃やす
ごみ」
に出す

 (30㎝程度に切って)

☆ 布 類 の 出 し 方 に つ い て

☆ 家 電リサイクル法 対 象 品 の 処 分 について
購入店や買い替え店での引き取りまたは、ご自身でリサイクル券(郵便局で販売)を
購入し指定引取場所へ搬入する方法があります。いずれもリサイクル料金が掛かります。
 (料金はメーカーや品目、サイズで異なります。) 

【対象品】 エアコン・テレビ・冷蔵(冷凍)庫・洗濯機・衣類乾燥機 
【最寄りの指定引取場所】西濃運輸㈱小田原指定引取場所  小田原市下大井660  ☎36-6935

◎ペットボトルキャップ
◎ペットボトルラベル
※おもちゃ・ポリタンク等
　プラスチック製品は燃や
　すごみ又は粗大ごみ

　

スプレー・カセットボンベは
　　　　　　 不燃ごみ

生地は燃やすごみ
小型家電は役場などに設
置の回収ボックスも利用

ペットボトルのキャップと
ラベルは容器包装プラ

※長いごみ・大きいごみは30㎝程度に切る
※ガスを抜い
　てから出す

※ふとん・まな板は
　粗大ごみ

　　

傘

必ず中身を
出し切る

ごみは正しく分別し、収集日当日、朝 8:30までに所定の収集場所へ出しましょう
出典： 経済産業省ウェブサイト (http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/) 

◎生ごみ ◎プラスチック製品 ◎その他可燃性のもの

◎古紙 新聞・雑誌・ダンボール・飲料用パック・その他紙 ◎布類

 このマークを目安に
お出しください。

 このマークを目安に
お出しください。

 (調味類のペットボトル含む) 
◎プラスチック製容器・包装類 ◎発泡スチロール

中を洗う

中を洗う

中を洗う

※コンテナへ出してください
             (袋は使用しない)

※左記の３色に分けてコンテナへ
（色分けは３色になりました）

(袋は使用しない)
空き缶(飲料用・缶詰)

※布類は
　必ず洗濯
　してから
　出す。

蛍光灯

※水銀が入っているため
   出来る限り割らないように(電球形含む)※コンテナへ入れてください ※携帯電話本体は不燃ごみへ 

大型カン お菓子缶
ミルク缶電球

(白熱・LED)

※大型プラスチック製品(クリアケース・
　ポリタンク等)は燃やすごみ又は粗大ごみ

乾電池・ボタン電池・充電式電池

小型家電 割れ物・陶器・金物類
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◎町指定の家庭用「燃やすごみ用袋」に入れて出す。
◎30㎝を超える物は「燃やすごみ」に出せません。

粗大ごみに。
◎木の枝(幹)は太さ５㎝までのもので、長さ30㎝程度
　に切って出す。(戸別収集もご利用ください。) 
◎多量のプラスチック製品は直接搬入で。
◎古紙は種類別に分け、必ずひもで縛る。

(雨天時は濡れないようビニールに入れる。) 
◎飲料用パックで内側が銀色は「燃やすごみ」に出す。
◎布類は中身の見える袋に入れて出す。
◎汚れの落ちないものは30㎝程度に切って「燃やす
　ごみ」に出す。
◎必ず中を洗ってから出す。

◎必ず洗ってから出す。

◎ペットボトルのキャップやラベルは「容器包装プラ」 
　に出す。
◎中身の見える袋に入れて出す。
◎汚れが落ちないものは「燃やすごみ」に出す。

◎汚れている場合は、きれいにしてから出す。
◎中身の見える袋に入れて出す。
◎発泡スチロールも小さく割って一緒に! 
◎汚れが落ちないものは「燃やすごみ」に出す。

◎必ず中を洗ってから出す。

◎割れたビンは「不燃ごみ」に出す。
◎一升瓶、ビール瓶等返却できる物は販売店へ。
◎農薬のビンは農協か販売店にご相談ください。

◎菓子缶・ミルク缶などのカンは「不燃ごみ」に出す。
◎スプレー缶などガスが入っているものは必ず使い切って 
　(出し切って)、穴は開けずに「不燃ごみ」に出す。
◎ビニール袋などに入れたまま出さないでください。
◎大きな物はそのまま、細かい物や割れ物は中身の見える袋へ入れる。
◎電気製品のコードは切って一緒に出す。
◎一辺が50cm以上の物は出せません。粗大ごみに。
◎刃物は危険がないように包んだ上で中身が分かるようにする。
◎ペンキなどの中身は新聞などでふき取ってください。

(ふき取った新聞などは「燃やすごみ」へ)

◎充電式電池(携帯電話の電池など)もコンテナへ。
◎蛍光灯・体温計は中身の見える袋に入れ、棒状の蛍 
　光灯はひもで縛って出す。(テープ類は使用しない) 
◎有害ごみは特定収集場所のみの収集です。

◎金属のキャップ（ふた）は外して「不燃ごみ」に出す。
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再生紙を使用しています


